
○
防
衛
省
令
第
一
号

風
力
発
電
設
備
の
設
置
等
に
よ
る
電
波
の
伝
搬
障
害
を
回
避
し
電
波
を
用
い
た
自
衛
隊
等
の
円
滑
か
つ
安
全
な
活
動
を
確
保

す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
三
十
九
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
風
力

発
電
設
備
の
設
置
等
に
よ
る
電
波
の
伝
搬
障
害
を
回
避
し
電
波
を
用
い
た
自
衛
隊
等
の
円
滑
か
つ
安
全
な
活
動
を
確
保
す
る
た

め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
二
日

防
衛
大
臣

中
谷

元

風
力
発
電
設
備
の
設
置
等
に
よ
る
電
波
の
伝
搬
障
害
を
回
避
し
電
波
を
用
い
た
自
衛
隊
等
の
円
滑
か
つ
安
全
な
活
動
を

確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
想
定
最
高
風
車
高
）

第
一
条

風
力
発
電
設
備
の
設
置
等
に
よ
る
電
波
の
伝
搬
障
害
を
回
避
し
電
波
を
用
い
た
自
衛
隊
等
の
円
滑
か
つ
安
全
な
活
動

を
確
保
す
る
た
め
の
措
置
に
関
す
る
法
律

以
下

法

と
い
う

第
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
防
衛
省
令
で
定
め

（

「

」

。
）

る
風
車
高
は
、
三
百
十
五
メ
ー
ト
ル
と
す
る
。



（
電
波
障
害
防
止
区
域
を
表
示
す
る
図
面
）

第
二
条

法
第
三
条
第
四
項
の
図
面
は
、
防
衛
省
防
衛
政
策
局
の
事
務
所
及
び
地
方
防
衛
局
の
事
務
所
に
備
え
付
け
る
も
の
と

し
、
防
衛
省
防
衛
政
策
局
の
事
務
所
に
備
え
付
け
る
べ
き
も
の
は
、
全
て
の
電
波
障
害
防
止
区
域
に
関
す
る
も
の
、
地
方
防

衛
局
の
事
務
所
に
備
え
付
け
る
べ
き
も
の
は
、
そ
の
管
轄
区
域
に
係
る
電
波
障
害
防
止
区
域
に
関
す
る
も
の
と
す
る
。

２

法
第
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
公
表
は
、
防
衛
省
の
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
へ
の
掲
載
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
風
力
発
電
設
備
の
設
置
等
の
届
出
）

第
三
条

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
届
出
書
に
次
に
掲
げ
る
書
面
の
い
ず
れ
か
を
添

付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

電
気
事
業
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
七
十
号
）
第
四
十
六
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
か
ら

の
通
知

二

電
気
事
業
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
へ
の
届
出

三

前
二
号
と
同
等
程
度
に
そ
の
手
続
を
経
て
い
る
も
の
と
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

（

。
）

、

２

法
第
四
条
第
二
項

同
条
第
六
項
及
び
法
第
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
規
定
に
よ
る
届
出
は



別
記
様
式
第
二
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

３

法
第
四
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
別
記
様
式
第
三
に
よ
る
届
出
書
に
、
風
力
発
電
設
備
の
設
置
等
に
係
る
工
事

が
施
工
中
で
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
工
事
が
施
工
中
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
を
、
次
条
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該

当
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
証
す
る
書
面
を
添
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
施
工
中
と
な
る
準
備
の
完
了
）

第
四
条

法
第
四
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
風
力
発
電
設
備
の
設
置
等
に
係
る
工
事
の
施
工
の
準
備
の
完
了
の
程
度
で
当
該

風
力
発
電
設
備
の
設
置
等
に
係
る
工
事
が
施
工
中
と
な
る
も
の
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

電
気
事
業
法
第
四
十
六
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
経
済
産
業
大
臣
か
ら
の
通
知
が
あ
っ
た
も
の

二

電
気
事
業
法
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
主
務
大
臣
へ
の
届
出
が
な
さ
れ
た
も
の

三

前
二
号
と
同
等
程
度
に
そ
の
施
工
の
準
備
が
完
了
し
た
も
の
と
認
め
ら
れ
る
も
の

（
電
波
障
害
防
止
区
域
の
指
定
の
解
除
等
の
通
知
）

第
五
条

防
衛
大
臣
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
自
衛
隊
等
使
用
電
波
障

害
原
因
と
な
る
と
認
め
ら
れ
る
旨
の
通
知
を
し
た
風
力
発
電
設
備
の
設
置
者
（
法
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
現
に
電
波
障
害
防



止
区
域
内

そ
の
区
域
と
そ
の
他
の
区
域
と
に
わ
た
る
場
合
を
含
む

に
お
い
て
風
力
発
電
設
備
の
設
置
等
に
係
る
工
事
を

（

。
）

制
限
さ
れ
て
い
る
者
に
限
る

）
に
対
し
、
そ
の
旨
を
通
知
す
る
。

。

一

法
第
三
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
電
波
障
害
防
止
区
域
の
指
定
を
解
除
し
た
と
き
。

二

当
該
電
波
障
害
防
止
区
域
の
範
囲
を
縮
小
し
た
こ
と
に
よ
り
、
風
力
発
電
設
備
の
設
置
等
が
当
該
電
波
障
害
防
止
区
域

内
に
お
い
て
す
る
も
の
で
な
い
も
の
と
な
っ
た
と
き
。

三

当
該
電
波
障
害
防
止
区
域
内
に
お
い
て
す
る
風
力
発
電
設
備
の
設
置
等
が
自
衛
隊
等
使
用
電
波
障
害
原
因
と
な
ら
な
い

も
の
と
認
め
た
と
き
。

（
工
事
の
制
限
の
解
除
）

第
六
条

法
第
七
条
第
三
号
に
規
定
す
る
防
衛
省
令
で
定
め
る
工
事
の
制
限
が
解
除
さ
れ
る
場
合
は
、
前
条
第
二
号
及
び
第
三

号
の
規
定
に
よ
る
通
知
が
あ
っ
た
と
き
と
す
る
。

附

則

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
令
和
七
年
三
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。



別記様式第一（第三条関係）

風力発電設備設置等工事計画届

年 月 日

防衛大臣 殿

住所（注１）

氏名（注２）

風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊

等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律（令和６年法律

第３９号）第４条第１項の規定に基づき、以下のとおり届け出ます。

１ 風力発電設備の設置者の住所氏名（注１、注２） 電話

２ 工事の請負人の住所氏名（注１、注２、注３） 電話

３ 工事の下請人の住所氏名（注１、注２、注３） 電話

４ 風力発電設備に係る位置、風車高、形状

別表により記載すること。

５ 工事着手予定年月日

６ 工事完了予定年月日

７ その他参考となる事項

注１ 法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。

２ 法人又は団体の場合は、商号又は名称並びに代表者の役職名及び名称を記

載すること。

３ 工事の請負人の住所氏名欄（工事の下請人がいる場合は、工事の下請人の

。） 、 、住所氏名欄を含む を未定として届け出る場合は 当該欄に未定と記載し

請負契約の予定年月日をその他参考となる事項欄に記載すること。

４ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。



風
車
情
報
入
力
シ
ー
ト

の
セ
ル
の
み
ご
記
入
く
だ
さ
い

1
事
業
名

別
表

2
風
車
を
設
置
す
る
自
治
体
名

都
道
府
県
名
（
可
能
で
あ
れ
ば
区
市
町
村
名
ま
で
）

3
風
車
毎
の
緯
度
経
度
・
標
高

N
o
.

緯
度
(
北
緯
を
1
0
進
数
で
記
入
）

L
a
t
i
t
u
d
e

経
度
(
東
経
を
1
0
進
数
で
記
入
）

L
o
n
g
i
t
u
d
e

標
高
［
m
］

(
a
)
A
l
t
i
t
u
d
e
 
o
f
 
S
i
t
e

風
車
機
種

W
T
 
M
o
d
e
l

メ
ー
カ
ー

M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
r

規
格
（
M
W
)

R
a
t
e
d
 
P
o
w
e
r

ブ
レ
ー
ド
枚
数
 
[
枚
]

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
B
l
a
d
e
s
ブ
レ
ー
ド
最
大
幅
W
1
 
[
m
]

B
l
a
d
e
 
M
a
x
 
C
h
o
r
d
 
W
i
d
t
h
ブ
レ
ー
ド
先
端
幅
W
2
 
[
m
]

B
l
a
d
e
 
T
i
p
 
C
h
o
r
d
 
W
i
d
t
h
タ
ワ
ー
上
端
径
T
1
 
[
m
]

T
o
w
e
r
 
T
o
p
 
D
i
a
m
e
t
e
r
タ
ワ
ー
根
元
径
T
2
 
[
m
]

T
o
w
e
r
 
B
o
t
t
o
m
 
D
i
a
m
e
t
e
r

ロ
ー
タ
ー
半
径
 
[
m
]

(
b
)
R
o
t
o
r
 
R
a
d
i
u
s

(
H
a
l
f
 
o
f
 
R
o
t
o
r

D
i
a
m
e
t
e
r
)

ハ
ブ
高
さ
 
[
m
]

(
c
)
H
u
b
 
H
e
i
g
h
t

風
車
高
［
m
］

（
自
動
計
算
）

(
a
)
+
(
b
)
+
(
c
)

A
l
t
i
t
u
d
e
 
o
f
 
W
T

緯
度

(
6
0
進
数
:
自
動
計
算
）

経
度

(
6
0
進
数
:
自
動
計
算
）

1
0.0

0°
0′
0"

0°
0′
0"

2
0.0

0°
0′
0"

0°
0′
0"

3
0.0

0°
0′
0"

0°
0′
0"

4
0.0

0°
0′
0"

0°
0′
0"

5
0.0

0°
0′
0"

0°
0′
0"

6
0.0

0°
0′
0"

0°
0′
0"

7
0.0

0°
0′
0"

0°
0′
0"

8
0.0

0°
0′
0"

0°
0′
0"

9
0.0

0°
0′
0"

0°
0′
0"

1
0

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

1
1

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

1
2

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

1
3

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

1
4

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

1
5

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

1
6

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

1
7

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

1
8

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

1
9

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

2
0

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

2
1

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

2
2

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

2
3

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

2
4

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

2
5

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

2
6

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

2
7

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

2
8

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

2
9

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

3
0

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

3
1

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

3
2

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

3
3

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

3
4

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

3
5

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

3
6

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

3
7

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

3
8

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

3
9

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

4
0

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

4
1

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

4
2

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

4
3

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

4
4

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

4
5

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

4
6

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

4
7

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

4
8

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

4
9

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"

5
0

0.0
0°
0′
0"

0°
0′
0"



別記様式第二（第三条関係）

風力発電設備設置等工事変更届

年 月 日

防衛大臣 殿

住所（注１）

氏名（注２）

風力発電設備について、 年 月 日付け届け出た事項を以下のと

おり変更するので、風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電

波を用いた自衛隊等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法

第４条第２項

律（令和６年法律第３９号）第４条第６項の規定に基づき、以下のとおり届

第５条第２項

け出ます。

１ 風力発電設備の設置者の住所氏名（注１、注２） 電話

２ 変更の内容

３ 風力発電設備に係る位置、風車高、形状

別表により記載するとともに、変更部分を明示すること。

４ その他参考となる事項

注１ 法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。

２ 法人又は団体の場合は、商号又は名称並びに代表者の役職名及び名称を記

載すること。

３ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。



風
車
情
報
入
力
シ
ー
ト

の
セ
ル
の
み
ご
記
入
く
だ
さ
い

1
事
業
名

別
表

2
風
車
を
設
置
す
る
自
治
体
名

都
道
府
県
名
（
可
能
で
あ
れ
ば
区
市
町
村
名
ま
で
）

3
風
車
毎
の
緯
度
経
度
・
標
高

N
o
.

緯
度
(
北
緯
を
1
0
進
数
で
記
入
）

L
a
t
i
t
u
d
e

経
度
(
東
経
を
1
0
進
数
で
記
入
）

L
o
n
g
i
t
u
d
e

標
高
［
m
］

(
a
)
A
l
t
i
t
u
d
e
 
o
f
 
S
i
t
e

風
車
機
種

W
T
 
M
o
d
e
l

メ
ー
カ
ー

M
a
n
u
f
a
c
t
u
r
e
r

規
格
（
M
W
)

R
a
t
e
d
 
P
o
w
e
r

ブ
レ
ー
ド
枚
数
 
[
枚
]

N
u
m
b
e
r
 
o
f
 
B
l
a
d
e
s
ブ
レ
ー
ド
最
大
幅
W
1
 
[
m
]

B
l
a
d
e
 
M
a
x
 
C
h
o
r
d
 
W
i
d
t
h
ブ
レ
ー
ド
先
端
幅
W
2
 
[
m
]

B
l
a
d
e
 
T
i
p
 
C
h
o
r
d
 
W
i
d
t
h
タ
ワ
ー
上
端
径
T
1
 
[
m
]
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別記様式第三（第三条関係）

風力発電設備工事施工中届

年 月 日

防衛大臣 殿

住所（注１）

氏名（注２）

風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊

等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律（令和６年法律

第３９号）第４条第５項の規定に基づき、以下のとおり届け出ます。

１ 風力発電設備の設置者の住所氏名（注１、注２） 電話

２ 工事の請負人の住所氏名（注１、注２、注３） 電話

３ 工事の下請人の住所氏名（注１、注２、注３） 電話

４ 風力発電設備に係る位置、風車高、形状

別表により記載すること。

５ 工事着手年月日（注４）

６ 工事完了予定年月日

７ その他参考となる事項

注１ 法人又は団体の場合は、本店又は主たる事務所の所在地を記載すること。

２ 法人又は団体の場合は、商号又は名称並びに代表者の役職名及び名称を記

載すること。

３ 工事の請負人の住所氏名欄（工事の下請人がいる場合は、工事の下請人の

。） 、 、住所氏名欄を含む を未定として届け出る場合は 当該欄に未定と記載し

請負契約の予定年月日をその他参考となる事項欄に記載すること。

４ 風力発電設備の設置等による電波の伝搬障害を回避し電波を用いた自衛隊

等の円滑かつ安全な活動を確保するための措置に関する法律施行規則（令和

７年防衛省令第１号）第４条第１号から第３号までのいずれかに該当する場

合は、工事着手予定年月日を記載すること。

５ 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
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